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告 示

�愛媛県告示第７５８号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１１条第１項の規定に基づき、次の薬物を知事指定薬物として

指定する。

令和５年６月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 薬物の名称

� ２－［（４－エトキシフェニル）メチル］－５－ニトロ－１

－［２－（ピペリジン－１－イル）エチル］－１Ｈ－ベンゾ

［ｄ］イミダゾール及びその塩類

� （２Ｒ，３Ｒ）－２－（３－クロロフェニル）－３－メチル

モルフォリン、（２Ｓ，３Ｓ）－２－（３－クロロフェニル）

－３－メチルモルフォリン及びそれらの塩類

� Ｎ－（アダマンタン－１－イル）－１－（４－フルオロブチ

ル）－１Ｈ－インダゾール－３－カルボキシアミド及びその塩

類

� 前各号に掲げる物を含有する物

２ 指定の理由

愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例第２条第７号の薬物のう

ち、県の区域内において濫用されるおそれがあると認めるため。

３ 効力発生の日

令和５年６月２８日

�������
�愛媛県告示第７５９号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和５年６月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

喜多郡内子町石畳２８８５の１

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び内子

町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第７６０号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和５年６月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

西予市城川町野井川１３４８、１３５１、１３５２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

城川町野井川１３４８・１３５１・１３５２（以上３筆について次の図

に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７６１号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和５年６月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所
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６９１

公 告

宇和島市三間町黒井地２０３９の１、３２０７、３２０８

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第７６２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

城川町魚成土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和５年６月２７日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

就 任

退 任

�公 告

愛媛県労働委員会第４６期委員候補者の推薦について

第４５期愛媛県労働委員会委員の任期が令和５年９月５日で満了す

るので、労働組合法（昭和２４年法律第１７４号。以下「法」という。）

第１９条の１２第３項及び労働組合法施行令（昭和２４年政令第２３１号。

以下「政令」という。）第２１条第１項の規定により、愛媛県労働委

員会の労働者委員又は使用者委員の候補者を推薦する資格を有する

労働組合又は使用者団体は、それぞれの次期委員候補者を次により

推薦してください。

令和５年６月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 推薦者の資格

� 労働者委員の候補者について推薦資格を有する労働組合は、

法第５条第１項の規定による法第２条及び第５条第２項の規定

に適合するとの立証を受けている労働組合であり、かつ、愛媛

県の区域内のみに組織を有するものです。

� 使用者委員の候補者について推薦資格を有する使用者団体は、

労働問題を取り扱うことを主な目的としているか、又は業務の

主要な部分としている使用者団体であり、かつ、愛媛県の区域

内のみに組織を有するものです。

２ 被推薦者の資格

法第１９条の４第１項に規定する者に該当する者は、委員となる

ことができません。

なお、公共企業体等の職員、国家公務員又は地方公務員が委員

に任命される場合は、その身分関係を規律する他の法律の規定に

より制約を受けます。

３ 推薦期間

令和５年６月２７日（火）から７月１１日（火）まで

４ 推薦方法

推薦書（別記様式）を令和５年７月１１日（火）までに愛媛県経

済労働部産業雇用局労政雇用課へ到着するよう提出してください。

なお、推薦書には、次の書類を添付してください。

� 労働組合については、政令第２１条第３項の規定による愛媛県

労働委員会の証明書

� 次の事項を記載した委員候補者の履歴書

ア 氏 名

イ 生年月日

ウ 本 籍

エ 現 住 所

オ 学 歴

カ 経 歴

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 志 波 豊 西予市城川町魚成４５９４番地

〃 土居原 登 西予市城川町魚成１５３７番地

〃 河 野 康 彦 西予市城川町魚成４９８３番地

〃 松 根 保 西予市城川町魚成１７０５番地

〃 矢 野 勝 幸 西予市城川町魚成１６８７番地

〃 山 内 仁 西予市城川町魚成１４１３番地

〃 土居原 清 一 西予市城川町魚成１４３６番地

〃 浅 野 晋 司 西予市城川町魚成４０３０番地

〃 河 野 竜 二 西予市城川町魚成４０１９番地

〃 渡 辺 隆 一 西予市城川町魚成３３２６－２番地

〃 芝 由 紀 西予市城川町魚成４２６２番地

〃 河 野 正 弘 西予市城川町魚成５０７３番地

監 事 河 野 学 西予市城川町魚成４２１１番地

〃 河 野 通 西予市城川町魚成２５９２番地

〃 岡 田 幸 二 西予市城川町魚成８４６番地

〃 山 内 康 弘 西予市城川町魚成４９番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 志 波 豊 西予市城川町魚成４５９４番地

〃 河 野 浩 邦 西予市城川町魚成３９７３番地

〃 岡 田 拡 幸 西予市城川町魚成３７０２－９番地

〃 白 石 敬 二 西予市城川町魚成１２６６番地

〃 白 石 雄 一 西予市城川町魚成１７２６番地

〃 河 原 武 徳 西予市城川町魚成１６４６番地

〃 田 中 正 男 西予市城川町魚成１５５８番地

〃 兵 頭 晋 西予市城川町魚成３３２２番地

〃 芝 和 也 西予市城川町魚成４２６２番地

〃 河 野 正 弘 西予市城川町魚成５０７３番地

〃 河 野 康 彦 西予市城川町魚成４９８３番地

〃 明 智 祥 勝 西予市城川町魚成２７４０番地

監 事 河 野 学 西予市城川町魚成４２１１番地

〃 矢 野 数 也 西予市城川町魚成１６１４番地

〃 河 野 宇 正 西予市城川町魚成８３７番地

〃 山 内 康 弘 西予市城川町魚成４９番地
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別記様式（４関係）

令和５年６月２７日 発行


